
～多様な支援を行う乳児等通園支援事業の実施へ～

「こども誰でも通園制度」を令和８年度から開始

《
市
民
福
祉
常
任
委
員
会
》

Ｑ

改
め
て
、
「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制

度
」
の
概
要
を
伺
う
。

Ａ
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
、
通
称
「
こ

ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」
は
、
全
て

の
こ
ど
も
の
育
ち
を
応
援
し
、
こ
ど

も
の
良
質
な
成
育
環
境
を
整
備
す
る

と
と
も
に
、
全
て
の
子
育
て
家
庭
に

対
し
て
、
多
様
な
働
き
方
や
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
に
関
わ
ら
な
い
支
援
を
強

化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で

あ
る
。
保
育
所
・
こ
ど
も
園
・
幼
稚

園
等
が
実
施
事
業
所
と
な
り
、
生
後

６
か
月
か
ら
満
３
歳
未
満
の
児
童
を

対
象
に
、
就
労
要
件
を
問
わ
ず
、
月

10

時
間
ま
で
柔
軟
に
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
新
た
な
通
園
給
付
で
あ
る
。

Ｑ
基
準
を
満
た
し
、
事
業
実
施
を
予
定

し
て
い
る
園
は
あ
る
の
か
。

Ａ
公
立
の
園
で
は
、
大
井
川
保
育
園
１

園
を
今
の
と
こ
ろ
予
定
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
園
に
つ
い
て
は
、
保
育
園

協
会
な
ど
の
関
連
団
体
や
、
各
園
に

対
し
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
通
じ

て
状
況
や
意
向
を
確
認
し
て
い
き
た

い
。

Ｑ
子
ど
も
子
育
て
支
援
事
業
費
補
助
金

は
、
シ
ス
テ
ム
改
修
費
に
充
当
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
具

体
的
な
内
容
は
。

Ａ
令
和
８
年
度
か
ら
賦
課
徴
収
す
る

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
分
保
険

税
」
に
つ
い
て
、
課
税
計
算
が
で
き

る
よ
う
に
改
修
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ｑ
子
ど
も
子
育
て
支
援
金
制
度
の
開
始

に
よ
る
国
保
税
へ
の
影
響
は
。

Ａ
現
在
の
国
保
税
は
「
基
礎
課
税
分
」、

「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」、「
介
護

納
付
金
分
」
の
３
つ
か
ら
成
る
が
、

令
和
８
年
度
か
ら
は
４
つ
目
と
し
て

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
分
保
険

税
」
が
追
加
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、

一
人
当
た
り
２
５
０
円
程
度
増
額
と

な
る
見
込
み
で
あ
る
。

《
建
設
経
済
常
任
委
員
会
》

Ｑ
改
正
の
経
緯
は
。

Ａ
工
場
立
地
法
の
適
用
を
受
け
て
い
る

市
内
の
工
場
へ
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
し
た
と
こ
ろ
、
60

社
か
ら
回
答

が
あ
り
、
そ
の
中
の
約
７
割
が
拡
張

の
計
画
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
調
査
結
果

で
は
、
緑
地
面
積
率
等
の
関
係
か
ら

敷
地
内
で
拡
張
す
る
面
積
が
足
り
な

い
と
の
回
答
が
あ
り
、
緑
地
面
積
率

等
の
緩
和
を
希
望
す
る
企
業
が
多
い

こ
と
か
ら
、
今
回
の
改
正
に
至
っ
た
。

Ｑ
回
答
が
あ
っ
た
60
社
は
条
例
の
第
何

種
区
域
に
あ
た
る
の
か
。

Ａ
ほ
と
ん
ど
が
市
街
化
調
整
区
域
と
な

る
た
め
、
第
４
種
区
域
と
な
る
。

焼
津
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

令
和
７
年
度
焼
津
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）
案

焼
津
市
工
場
立
地
に
関
す
る

準
則
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

予算・条例等の審査概要 ≪市民福祉・建設経済常任委員会≫

15やいづ　議会だより


